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平成１９年(２００７年)３月９日 

建 設 委 員 会 資 料 

都 市 整 備 部 建 築 担 当 

 

中 野 区 事 務 手 数 料 条 例 の 改 正 に つ い て 

 
中野区事務手数料条例新旧対照表（案） 

改  正  案 現   行 

 事  務 名称及び額 徴収時期  事  務 名称及び額 徴収時期 

８６  建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６

条第１項（同法第８７条

第１項において準用する

場合を含む。）の規定に

基づく確認の申請に対す

る審査 

 建築物に関する確認申請手

数料 

 確認申請１件につき、次の

アからケまでに掲げる区分に

応じ、次に掲げる額（申請に

係る計画に建築基準法第６条

第５項に規定する構造計算適

合性判定（以下単に「構造計

算適合性判定」という。）を

要する部分が含まれる場合に

おいては、一の建築物につい

て、８６の２の項に掲げる額

の手数料を加えた額） 

 ア～ケ（略） 

 
確認申請の

とき 

８６  建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６

条第１項（同法第８７条

第１項において準用する

場合を含む。）の規定に

基づく確認の申請に対す

る審査 

 

 

 

 

 

 

 

 建築物に関する確認申請手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ア～ケ（略） 

 
確認申請の

とき 
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   床面積の算定は、次に定める

ところによる。 

 ア～エ（略） 

    床面積の算定は、次に定める

ところによる。 

 ア～エ（略） 

 

８６の

２ 

 建築基準法第６条第１

項の規定に基づく建築物

に関する確認の申請に対

する審査に係る構造計算

適合性判定に係る審査 

 構造計算適合性判定手数料 

 構造計算適合性判定を要する

一の建築物の床面積に応じ、次

に掲げる額 

 ア 床面積が１，０００平方

メートル以下のとき 

  (ｱ) 構造計算が建築基準法

第２０条第２号イに規定

するプログラム又は同条

第３号イに規定するプロ

グラム（以下「大臣認定

プログラム」と総称す

る。）により行われたも

の １１１，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認定プ

ログラム以外の方法によ

り行われたもの １５

９，０００円 

 イ 床面積が１，０００平方

メートルを超え２，０００

平方メートル以下のとき 

 

確認申請の

とき 
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    (ｱ) 構造計算が大臣認定プ

ログラムにより行われた

もの １３７，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認定プ

ログラム以外の方法によ

り行われたもの ２１

２，０００円 

 ウ 床面積が２，０００平方

メートルを超え１０，００

０平方メートル以下のとき 

  (ｱ) 構造計算が大臣認定プ

ログラムにより行われた

もの １５０，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認プロ

グラム以外の方法により

行われたもの ２４３，

０００円 

     

８７～

９１ 

（略） （略） （略） ８７～ 

９１ 

（略） （略） （略） 

９１の

２ 

 建築基準法第１８条第

３項の規定に基づく建築

物に関する通知に対する

審査に係る構造計算適合

性判定に係る審査 

 

 構造計算適合性判定手数料 

 構造計算適合性判定を要する

一の建築物の床面積に応じ、次

に掲げる額 

 ア 床面積が１，０００平メ

ートル以下のとき 

通知のとき  
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  (ｱ) 構造計算が大臣認定プ

ログラムにより行われた

もの １１１，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認定プ

ログラム以外の方法によ

り行われたもの １５

９，０００円 

 イ 床面積が１，０００平方

メートルを超え２，０００

平方メートル以下のとき 

  (ｱ) 構造計算が大臣認定プ

ログラムにより行われた

もの １３７，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認定プ

ログラム以外の方法によ

り行われたもの ２１

２，０００円 

 ウ 床面積が２，０００平方

メートルを超え１０，００

０平方メートル以下のとき 

  (ｱ) 構造計算が大臣認定プ

ログラムにより行われた

もの１５０，０００円 

  (ｲ) 構造計算が大臣認定プ

ログラム以外の方法によ
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り行われたもの ２４

３，０００円 

９ １

の３ 

建築基準法第４２条第１

項第５号の規定に基づく

道路の位置の指定、変更

又は廃止の申請に対する

審査 

道路の位置の指定、変更又は廃

止に係る申請手数料 ５０,０

００円 

指定、変更

又は廃止の

申請のとき 

９ １

の２ 

建築基準法第４２条第１

項第５号の規定に基づく

道路の位置の指定、変更

又は廃止の申請に対する

審査 

道路の位置の指定、変更又は廃

止に係る申請手数料 ５０,００

０円 

指定、変更

又は廃止の

申請のとき 

 


